[bookmark: _dxht4xq9j44]作業実施同意書

作業依頼者（以下「甲」という。）と作業実施者（以下「乙」という。）は、甲が依頼する作業の実施に関し、以下のとおり作業実施同意書（以下「本同意書」という。）を締結する。

[bookmark: _pv6sxtyj4kcv]第1条（目的）
本同意書は、甲が乙に依頼する作業の内容、実施条件、責任範囲その他必要事項を定め、円滑かつ安全な作業遂行を図ることを目的とする。

[bookmark: _lv9x9z9e592h]第2条（作業内容）
1．乙は、甲から依頼を受けた次の作業を実施する。
（1）作業名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（2）作業場所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（3）作業内容：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（4）作業期間：＿＿年＿＿月＿＿日から＿＿年＿＿月＿＿日まで
2．前項に定める内容を変更する場合、甲乙は事前に協議のうえ決定する。

[bookmark: _h9lg5cn2j6j9]第3条（作業実施条件）
1．乙は、法令、行政指導、業界基準および甲が合理的に定める作業ルールを遵守し、善良な管理者の注意をもって作業を実施する。
2．乙は、作業に必要な資格、免許または技能を有する場合には、その資格等を維持した状態で作業を行うものとする。
3．甲は、作業遂行に必要な範囲で設備、情報または資料を提供することができる。

[bookmark: _12moqgqs14g]第4条（安全管理）
1．乙は、作業中の安全確保に努め、事故防止のため必要な措置を講じるものとする。
2．乙は、安全上の問題、設備異常または事故発生のおそれを認識した場合、直ちに作業を中断し、甲へ報告しなければならない。
3．甲は、乙に対し、安全管理上必要な指示を行うことができる。

[bookmark: _kxekchlpkex1]第5条（立入および施設利用）
1．乙は、作業実施のため甲の施設または管理区域へ立ち入る場合、甲の指示に従うものとする。
2．乙は、施設内において知り得た情報、設備配置、セキュリティ情報その他業務上の情報を第三者へ開示してはならない。
3．乙は、施設内の設備等を善良な管理者の注意をもって利用する。

[bookmark: _hyapos16v1w5]第6条（報酬等）
1．甲は乙に対し、作業の対価として以下の報酬を支払う。
（1）報酬額：＿＿＿＿＿＿円
（2）支払方法：＿＿＿＿＿＿
（3）支払期日：＿＿＿＿＿＿
2．交通費、資材費その他の費用負担については次のとおりとする。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

[bookmark: _cys8ixuc3i4]第7条（作業結果の確認）
1．乙は作業完了後、甲に対し作業完了の報告を行う。
2．甲は報告内容を確認し、必要がある場合には合理的な範囲で補修、修正または追加説明を求めることができる。
3．甲が作業結果を確認した時点をもって作業完了とする。

[bookmark: _8ghvtikp6juf]第8条（秘密保持）
1．乙は、作業実施に関連して知り得た甲の営業上、技術上その他一切の非公知情報を秘密として保持し、第三者へ開示または漏えいしてはならない。
2．乙は、前項の情報を本同意書に基づく作業以外の目的で利用してはならない。
3．本条の義務は、本同意書終了後も継続する。

[bookmark: _gtmj2v98oycf]第9条（個人情報の取扱い）
乙は、作業実施に際して個人情報を取り扱う場合、個人情報保護法その他関連法令を遵守し、適切に管理するものとする。

[bookmark: _buasdh610xl]第10条（損害賠償）
1．甲または乙は、本同意書に違反し、相手方に損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならない。
2．乙の故意または重大な過失により甲または第三者へ損害が生じた場合、乙はその責任を負う。

[bookmark: _2bav6awr0tew]第11条（不可抗力）
天災地変、感染症の流行、法令改正、行政命令その他当事者の合理的支配を超える事由により本同意書の履行が困難となった場合、当事者はその責任を負わない。

[bookmark: _vbmadv1h5m94]第12条（解除）
1．甲または乙は、相手方が本同意書に違反し、相当期間を定めて是正を求めたにもかかわらず改善されない場合、本同意書を解除することができる。
2．次の各号のいずれかに該当する場合、催告を要せず直ちに解除することができる。
（1）重大な法令違反があった場合
（2）信用不安が生じた場合
（3）反社会的勢力との関与が判明した場合
（4）その他本同意書の継続が困難な重大事由が生じた場合

[bookmark: _lyfd2nxib0i5]第13条（反社会的勢力の排除）
1．甲および乙は、自らまたは役員等が反社会的勢力に該当しないことを表明し保証する。
2．相手方が前項に違反した場合、何らの催告なく本同意書を解除することができる。

[bookmark: _19702ycrgcq]第14条（協議事項）
本同意書に定めのない事項または解釈に疑義が生じた場合、甲乙は誠実に協議し解決するものとする。

[bookmark: _xes4cjg7b7iw]第15条（合意管轄）
本同意書に関して紛争が生じた場合、甲の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

作成日：＿＿年＿＿月＿＿日
[bookmark: _qelg8h53blmp]
[bookmark: _mof6w6ex7ld7]甲（作業依頼者）
住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

会社名・氏名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

代表者名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
[bookmark: _vnjlipqglvky]
[bookmark: _5s9axwy3zzq2]乙（作業実施者）
住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

会社名・氏名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

代表者名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

署名または押印：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
